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Ⅰ 提出手続 

 

１ 受付期間及び受付場所 

（１）県内業者（宮崎県内に本店を置く業者） 

    期間：令和３年 11 月１日（月）から令和３年 11 月 30 日（火）まで 

    場所：本店所在地を管轄する各土木事務所又は西臼杵支庁の総務課 

 

（２）県外業者（宮崎県外に本店を置く業者（宮崎県内に支店がある者を含む）） 

    期間：令和３年 11 月１日（月）から令和３年 11 月 10 日（水）まで 

    場所：県土整備部管理課（宮崎県庁防災庁舎９階） 

  ※ 受付場所へ持参又は郵送してください。 

    ※ 持参の場合は受付場所の開庁日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

とする。 

 

２ 資格認定の時期、有効期間 

（１）資格認定日 

        令和４年４月１日 

（２）有効期間 

        令和４年４月１日～令和６年３月 31 日（２年間） 

 

３ 提出書類 

    提出書類：○（必須）、□（該当者は必須）、△（県内に営業所を置く者） 

 書類の名称 県内業者  県外業者  

① 入札参加資格審査申請書      様式第１号 ○ ○ 

② 役員等の一覧表 様式第１－２号 ○ ○ 

③ 経営規模等総括表 様式第２号 ○ ○ 

④ 技術者・実績高等確認表 様式第３号 ○ ○ 

⑤ 営業経歴書 様式第４号 ○ ○ 

⑥ 技術者経歴書 様式第５号 ○ ○ 

⑦ 法人の場合  登記簿謄本（現在事項証明書）の写し（注１）  ○ ○ 

 

⑧ 

業務に関し登録を受けていることを証する書面の写し（注２） 

※設備部門の希望申請（注２ ※２つ目）以外は 必須  →   

 

□ 

 

□ 

⑨ 県税納税証明書（全税目に未納がないことの証明）の写し（注３） ○ △ 

⑩ 消費税及び地方消費税納税証明書（その３関係）の写し（注４） ○ ○ 

⑪ 社会保険への加入を証する書類、完納証明書（注５）※写し可  ○ ○ 

⑫ 雇用保険への加入を証する書類、完納証明書（注６）※写し可  ○ ○ 

⑬ 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（様式第６号）（注７） ○ △ 

⑭ 財務諸表（Ｂ／Ｓ、Ｐ／Ｌ、株主資本等変動計算書、注記表）（注８） ○ ○ 

⑮ 業態調書（資本関係・人的関係にある企業情報に関する書類）（注９） ○ ○ 

⑯ 営繕課提出用 設計事務所調査カード（注 10） □ □ 

⑰ 営繕課提出用 設計事務所主要実績調査票（注 10） □ □ 
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※県外業者で郵送される場合： 後述の「６ 提出方法（２）②」に記載のとおり、

返信用封筒（返信用切手を貼付済）の同封もお願いします。副本の返送が可能な金額

の切手をご準備願います。 

 

 

（注）申請することができる者 

・ 基準決算日：令和２年８月１日から令和３年７月 31 日の間に決算日をもつ事業年度が

あること。 

   ・ 入札参加資格の認定を受けようとする業務について申請日時点での登録を受けていること。 

   ・ 県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。 

   ・ 社会保険（健康保険・厚生年金）に加入しており、未納がないこと。 

     （加入義務のない者を除く。） 

・ 雇用保険に加入しており、未納がないこと。（加入義務のない者を除く。） 

 

（注１）登記簿謄本（現在事項証明書） 

  法人の場合のみ提出してください。個人事業者は提出不要です。 

 証明年月日は令和３年７月１日以降のものに限ります。証明書は写しでも可です。 

 

（注２）申請日時点で、申請業務に関し登録を受けていることを証明する書面の写し 

  測量法、建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規程、地質調査業者登録規程、補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規程、建築

士法、不動産の鑑定評価に関する法律等に関する登録の通知書または証明書の写しを提出し

てください。 

宮崎県内に営業所（支店）がある場合はその登録内容が確認できるも

のを併せて添付してください。（例：コンサルタント現況報告書、登録申請

書別表、測量法第 55 条の８の規定に基づく書類別表第十二、測量業者登録申

請書別紙） 

  認定を希望できる部門（「希望部門」）は、上記の登録を受けている部門（「登録部門」）

と同一の業種区分に属するものに限ります。 

 

※ 不動産鑑定部門は、不動産鑑定業の登録を受けている場合のみに認定を希望できるので

注意してください。 

※ 建築設計のうち、設備部門の希望を申請する場合は、建築士事務所の登録があること、

又は建築設備士が在籍していることが確認できれば良いので、必ずしも建築士事務所の登

録通知書等を添付する必要はありません。 

 

（注３）県税納税証明書 ※県内に営業所を置かない県外業者は不要です。 

 宮崎県税の個人県民税及び地方消費税を除く全税目の徴収金（本税のほか、延滞金等を含

む。）について未納がない旨の証明を受けてください。他都道府県の納税証明書は不要です。 

  証明年月日が令和３年７月１日以降のものに限ります。証明書は写しでも可です。 
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（注４）消費税及び地方消費税納税証明書（その３、その３の２、その３の３） 

 消費税及び地方消費税に未納がない旨の証明を受けてください。 

 証明年月日は令和３年７月１日以降のものに限ります。証明書は写しでも可です。 

※その３関係以外の証明書は受け付けません。 

 

 

（注５）社会保険への加入を証する書類、完納証明書  

法人事業所及び従業員が５人以上の個人事業所については、下表に従い社会保険への加入

を証する書類、社会保険料（健康保険・厚生年金保険）の完納証明等の書類を提出してくだ

さい。証明書等は写しの提出でも良い。 

 

 

（注６）雇用保険への加入を証する書類、完納証明書 

従業員（法人事業所では役員を除く、個人事業所では専従者等の同居親族等を除く）

を１人でも雇用する事業所は、下表に従い雇用保険への加入を証する書類（雇用保険

適用事業所設置届事業主控、労働保険概算・確定保険料申告書 等）、雇用保険料の完

納証明等の書類を提出してください。証明書等は写しの提出でも良い。 

 

【注５，６について】  

完納証明等の書類（例）：「（社会保険料、労働保険料等）納入証明書」 

  

 

NO NO YES

R2.7

R2.8

①加入を証する書類 　（社会保険：標準報酬決定通知書など）

                                   　（雇用保険：雇用保険適用事業所設置届事業主控、労働保険概算・確定保険料申告書など）

②加入日～R3.7.31までの保険料等の完納を証する書類を添付
　 ※②については、納付すべき保険料等がまだない場合、省略可

基準決算日（R2.8.1～R3.7.31間にある決算日）
時点で１年以上加入

加入日以降１年間の保険料等の完納を証する書類を添付

加
入
日
が

以
前

基準決算日（R2.8.1～R3.7.31間にある決算日）
以前、１年間の保険料等の完納を証する書類を添付

加
入
日
が

以
降

 

 

 

 

(例）基準決算日が R3.5.31の場合、 

R2.6.1～R3.5.31 の完納を証する書類が必要 
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（注７）個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（様式第６号） 

※県内に営業所を置かない県外業者は不要です。 

 従業員から特別徴収して納付した個人住民税の領収証書の写しを添付してください。領収

証書がない場合は、様式記載の内容のいずれかについて市町村から確認を受けてください。 

 

（注８）新型コロナウイルス感染症等の影響により税などの徴収猶予等を受けた場合 

   新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、当面の間、その影響を受けたことにより、県税・

国税、社会保険料及び雇用保険料の支払について猶予を受けている場合は、そのことを示す許

可通知書等の提出があれば、未納として取り扱わず、申請を可能とします。 
 
   ○消費税及び地方消費税・・・・・・納税の猶予許可通知書 

※該当条項に新型コロナ臨時特例法による猶予であることが記載されており、 

猶予期間が満了していないものに限る 

   ○県税・・・・・・・・・・・・・・徴収猶予許可通知書 

   ○社会保険料及び労働保険料等・・・納付の猶予（特例）許可通知書 

 

（注９）財務諸表 

  法人にあっては、令和３年７月 31 日以前の最新の決算日の直前１事業年度における貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表を提出してください。 

 個人にあっては、令和２年 12 月 31 日を決算日とする貸借対照表及び損益計算書を提出

してください。 

 

（注 10）業態調書（資本関係・人的関係にある企業情報に関する書類）  

以下の１から３までの関係に該当する者の有無について「業態調書」を提出すること。記入

に当たっては、別添「業態調書の記入に当たっての留意事項」を参照すること。 

１ 資本関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。 

① 親会社と子会社の関係にある場合 

② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

 

２ 人的関係 

  以下のいずれかに該当する二者の場合。 

① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

 

３ その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 

    上記１又は２と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

 

（注 11）設計事務所調査カード、設計事務所主要実績調査票（営繕課提出用） 

  「建築設計」業務の入札参加資格審査を申請する場合のみ提出してください。 

①  から ⑮の提出書類とは必ず別綴じとしてください。 
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４  申請書の綴じ方等 

 提出書類はすべてＡ４サイズにして提出してください。 

 上記「３ 提出書類」の一覧表の番号順に並べ、左側長辺に２か所穴を開けた上で、綴じ

紐により綴じてください。 

 なお、ファイル等に綴じたり、ステープラー（ホッチキス）等で留めないでください。 

 ※ただし、営繕課用はステープラー（ホッチキス）で留めてください。 

 

５ 提出部数 

     正本  １部 

   副本 １部（副本は受付後に返却する。正本一式のコピーで可。） 

営繕課提出用  １部（建築設計業務を申請する場合のみ提出してください。） 

 

 

          （イメージ）    

 

建築設計業務を申請する場合のみ 
 営業経歴書   

 技術者・実績高等確認表  

 経営規模等総括表     

 役員等の一覧表   設計事務所主要実績調査票  

 

 

 

 

                正本 

              （副本） 

第１号 

申請書 

。 

。 

 

○○設計事務所 

  設計事務所調査カード 

］  

 

 

］ 

 

     

          

             

          営繕課  

             提出用    

 

 

６ 提出方法  

   受付場所へ持参又は郵送してください。 

 

  ※ 郵送する場合の留意事項 

   ① 封筒の表面に「入札参加資格審査申請書在中」と朱書きの上、書留又は簡易書留によ 

り送付してください。 

※ 受付場所の住所は「９ 問合せ先」をご確認ください。 

 

   ② 上記「５ 提出部数」の部数（正本１部、副本１部、営繕課提出用１部）を送付し、

返信用封筒を同封してください。（返信用封筒には、返送用切手（副本の返送が可能

な金額）を貼付してください。当方では郵送料は負担いたしかねます。 

 

   ③ 上記「１ 受付期間及び受付場所」の期間中に送付してください。（受付期間中の消

印があるもののみを有効とします。） 

 

   ④ 書類不備等により入札参加資格の認定を受けられない場合があるで、郵送の際は、提

出書類の確認に特に注意してください。 
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７ その他 

（１） 提出書類のうち、宮崎県で独自に様式を定めているものについては、県が示した様式を

使用してください。指定の様式以外を提出した場合は書類不備として取り扱うので注  

意が必要です。ただし、「技術者経歴書（様式第５号）」については、国土交通省様式で

代用して構いません。 

    様式は宮崎県ホームページからダウンロードしてください。 

 

（２） 提出書類以外の書類（会社のパンフレット等）は提出しないでください。 

 

（３） 提出書類に記載された内容に明らかな誤りがある場合等、申請者に通知せず、職権で書

類の訂正を行うことがあります。 

 

 

８ 問合せ先 

   宮崎県県土整備部管理課建設業審査担当 

    電話番号 ０９８５－２６－７１７６ 

 

（受付先の住所） 

宮崎県県土整備部管理課 

建設業審査担当 

〒880-8501 宮崎市橘通東２－１０－１ 

宮崎土木事務所 総務課 〒880-0805 宮崎市橘通東１－９－１０ 

日南土木事務所 総務課 〒887-0031 日南市戸高１－１２－１ 

串間土木事務所 総務課 〒888-0001 串間市大字西方８９７０ 

都城土木事務所 総務課 〒885-0024 都城市北原町２４－２１ 

小林土木事務所 総務課 〒886-0004 小林市細野３６７－２ 

高岡土木事務所 総務課 〒880-2221 宮崎市高岡町内山３１００ 

西都土木事務所 総務課 〒881-0005 西都市大字三宅字下鶴９４５１ 

高鍋土木事務所 総務課 〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ三３８７０－１ 

日向土木事務所 総務課 〒883-0046 日向市中町２－１４ 

延岡土木事務所 総務課 〒882-0872 延岡市愛宕町２－１５ 

西臼杵支庁 総務課 〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井２２ 

 

 

  ※ なお、営繕課提出用「設計事務所調査カード」「設計事務所主要実績調査票」につい

ては、直接営繕課にお問い合わせください。 

 

       宮崎県県土整備部営繕課建築計画担当 

         電話番号 ０９８５－２６－７５４８ 

 

 


